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参議院議員通常選挙投票案内状作成業務仕様書 

 

1 概要 

公職選挙法施行令第 31条第 1項に定める投票案内状（投票所入場券）を作成する。 

発注者が提供する選挙人名簿データに基づき投票案内状を作成し、世帯毎に封入封緘の上納

品する。 

 

2 業務内容 

（１）投票案内状用紙及び投票案内状用封筒の作成 

ア 投票案内状用紙作成 

（ア）作成イメージ（過去選挙参考） 
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（イ）規格 縦 4.5 インチ × 横 8 インチ 

（ウ）作成数 320,000枚 

（エ）紙質 110kg 

（オ）印刷 写植オフ（両面印刷） 

（カ）刷色 表：２色（青・赤）、裏：１色（青） 

(キ)帳票については、過去選挙の投票案内状を参考に、レコードレイアウトに基づき設計

すること。また事前印刷部分及び印字部分は発注者との十分な協議の上でこれを設

計すること。 

 

イ 投票案内状用封筒 

（ア）作成イメージ（過去選挙） 

  

  

 

（イ）規格 投票案内状用紙（4.5×8in）が封入できる窓付きの定型封筒 

（ウ）作成数 180,000枚 

（エ）紙質 70kg 
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（オ）印刷 写植オフ（両面印刷） 

（カ）刷色 表：２色（青・赤）、裏：地紋印刷 

（キ）仕上 糊付きとし、各社の封緘方式により連続帳票又は単品 

(ク) 封筒の開封方法が容易にわかるように封筒に表示をすること。（ミシン目の場合は、 

ハサミマークと切り取り線を表示する等） 

(ケ)封筒表面の宛名表示部分は窓開きとし、投票案内状に表示された宛名等が確実に 

見える大きさにすること。 

 

（2）レコードレイアウト 

 

 

データ一覧 

1 現住所郵便番号 2 現住所 3 漢字氏名 

5 カスタマーバーコード 12 投票区コード 14 名簿頁番号 

15 名簿行番号 19 投票所名 20 投票所地図 

21 投票所住所 22 受付用バーコード   

A 
封緘順/封緘枚数 

（世帯内順/世帯人数） 
B 

通数連番 

（封筒別連番） 
C 

総連番 

（投票案内状連番） 

※番号は「選挙人名簿管理システム投票所入場券データ CSV外部インタフェース仕様書」に対応 

※A～Cは提供データを元に受注者にて付与するものとする。 

 

 

                 

                                                   

【1】000-0000 

【2】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

【3】＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

]  

【5】 

]  

【12】＊＊ 

]  

*****－**－**－*/*  ******-****** 
【12】   【14】 【15】 【A】     【B】    【C】 

【14】＊＊ 

]  

【15】＊＊ 

]  

【22】 

]  

 

 

【20】 

【21】＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【19】＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

]  

【 
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（3）投票案内状作成に係る留意事項 

  ア 投票案内状は個人単位で作成すること。 

  イ 投票案内状の作成部数は、選挙人情報等が記録されたデータファイルの選挙人件数のと

おりとする。なお、令和 6年 10月２7日執行の衆議院議員総選挙における投票案内状の

作成部数は３０７，４８９部である。 

  ウ 選挙人データ、投票案内状データ及び投票所地図ファイル等の必要なデータが保存され

た情報媒体を、吹田市選挙管理委員会事務局（以下「選管事務局」という。）の指定する日

時及び場所において受領すること。 

   なお、支給する選挙人データ及び投票所地図ファイル等の形式は以下のとおりである。 

   ・選挙人名簿情報データ CSVファイル形式 

    ※「選挙人名簿管理システム投票所入場券データCSV外部インタフェース仕様書」のと

おり 

   ・吹田市明朝外字データファイル TTEファイル形式 

   ・投票所地図データ BMP ファイル形式（ビットの深さ 1） 

  エ 封入封緘等の仕様を満たすように選挙人データをソートした後、レコードレイアウトで指定

するところの封緘順、通数連番等の必要な情報を追加し、その他印刷に必要なプログラム

等を設計すること。ただし、発注者が交付した時点で保存されている住所・氏名等の選挙

人情報を改変してはならない。 

  オ レコードレイアウトの指定箇所に、選挙人データ及びその他のデータから抽出した所定の

情報を印字すること。なお、機械による封入封緘にあたり、バーマーク等の印字が必要な

場合は、投票案内状用紙上の文字・枠線及び印字した情報と重ならない限りにおいて、任

意の場所に任意の形式で印字して差し支えない。 

カ 投票区番号、投票所地図、投票所名、投票所住所のみを印字した投票案内状を、投票所

別に５０部ずつ作成すること。 

キ 選管事務局に、投票案内状、投票案内状封筒のデータをメールにて送付すること。また、

原寸大カラーにて印刷したものを選管事務局に提出し確認を得たあと印字を行うこと。 

  

（4）封入封緘 

  ア 個人単位で作成した投票案内状を、（１）で作成した投票案内状用封筒に世帯単位で封入

封緘すること。封入封緘部数は、選挙人データのとおりとする。なお、令和５年４月２３日執

行の吹田市議会議員選挙及び吹田市長選挙における封入封緘部数は１７４，７３９部であ

る。 

  イ 封入封緘に際しては、同一世帯内の投票案内状の並び順は世帯主を筆頭とし、「続柄コー

ド」の昇順に並べること。なお、世帯主が選挙人でない場合は、続柄コードの最も小さい者

を筆頭とすること。 

  ウ 同一世帯の投票案内状枚数が14枚を超える場合は、15枚目以降を分割して封入封緘す
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ること。（１つの封筒を 50グラム以下にすること。） 

エ 世帯単位で封入封緘した投票案内状は、「投票区」「住所」の優先順位で昇順に並べるこ

と。 

オ 封入封緘後の投票案内状は、投票案内状に印字されている封緘順や通数連番等により通

数及び順序等を確認すること。 

 

（5）納品 

  ア 納品日は、別途指定する選挙期日の告示日前の日時とする。 

  イ 納品場所は、発注者が指定する場所であり、郵便局への差出は発注者で行う。 

  ウ 封入封緘を行った投票案内状の納品については、通数連番順に箱詰めして納品すること。

ただし、郵便番号の上３ケタが５６４であるものと、５６５であるものが同一箱内に混在しな

いようにすること。 

エ 各箱は５６４と５６５に分け、５６４の箱から通数連番順に１から重複しない番号で付番し（５

６４の箱を１～、５６５の箱を１～にはしないこと）、側面に投票区番号と通数連番を記載して

おくこと。また、各箱に５６４と５６５を色付きのシール等で判別できるようにしておくこと。な

お、箱の形式等については、選管事務局と事前に協議すること。 

オ 各箱に詰められた封筒の枚数と通数連番を記したリストをデータで納品すること。 

カ （3）カで作成した投票案内状、未使用の投票案内状用紙及び投票案内状用封筒も併せて

納品すること。なお、（3）カの投票案内状は、仕様書のとおり、連票ではなく１部ずつ裁断さ

れたものを、投票区ごとに区切った状態で納品すること。 

 

（6）通数連番等の連絡 

選挙人データ作成後の死亡者等の投票案内状の抜取作業に使用するため、宛名番号と通

数連番、総連番等の対応表を CSVファイル等発注者が指定した方法で提出すること。 

 

２ 秘密の保持及び個人情報の保護 

（１）業務上知り得た事項については、一切他に漏らすことのないよう秘密を厳守すること。このこ

とは、本委託契約終了後も同様とする。 

（２）本業務を履行するに当たり、受注者は吹田市情報セキュリティポリシー（平成２９年５月１８日

制定）、吹田市の保有する個人情報等保護管理要領（令和５年４月１日施行） 及び個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）等関係法令等を遵守すること。 

（3）選管事務局より提供した選挙人データその他の資料は適正に管理し、契約の終了又は解除

後は、選管事務局の指示に従い、特に保管を要するものを除き、返還又は再生使用不可能

にして処分すること。 
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３ 業務上のトラブル対応 

個人情報の漏えい等、業務上の処理においてトラブルが発生した場合、発注者が指定した投

票案内状処理過程の確認資料を提出する体制を取ること。 

 

4 想定作業日程 

選挙期日 想定日付 作業内容 

40日前 6月 10日（火） 事前印字可能部分（選挙人データ以外の部分）校了 

33日前 6月 17日(火) （AM）選挙人名簿作成処理（ＰＭ） 選挙人データ等引渡し 

23日前 6月 27日(金) （ＡＭ） 投票案内状納期 

22日前 6月 28日(土) 直近転出者・死亡者及び点字シール貼付者等抜取作業 

20日前 6月 30日(月) 郵便局へ引き渡し 

17日前 7月 3日(木) 公示日 

0日前 7月 20日(日) 想定選挙期日 

  ※選挙期日その他事情により日程は変更となるため、留意すること。 

 

5 その他 

（１）業務の遂行にあたっては、発注者の指示に従うこと。 

（２）仕様等の詳細について調整が必要になった場合は、発注者と十分協議の上、柔軟に対処す

ること。 

（３）委託業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、選管事務局と相

談の上、業務の一部を第三者に委託する必要がある場合はこの限りではない。 


